
Ⅴ　課税標準等　191

　19　　宿　　　　泊　　　　税（平成26年度）

             　（１）　施　　設　　別　　

調定額 登録施設数

千円 件

  1 624 001     543

   714 798 …                        

   909 203 …                        

  1 560 449     392

   667 340 …                        

   893 109 …                        

   63 552     151

   47 458 …                        

   16 094 …                        

               （２）　地　　域　　別　

(備考） １　税率100円は宿泊料金1人1泊1万円以上1万5千円未満の宿泊の税率。税率200円は宿泊料金1人1泊1万5千円以上の宿泊の税率。

　  　　２  施設数は平成27年3月末現在の登録施設数。課税人員は延べ人員数。
　　　　３  宿泊税は都の独自課税として平成14年10月から法定外目的税として新たに創設された。

 　 　　４　宿泊税の課税事務は千代田都税事務所が一括して取り扱っている。

区 分

総 計

税 率 100 円

税 率 200 円

ホ テ ル

税 率 100 円

税 率 200 円

旅 館

税 率 100 円

税 率 200 円

地 域

総 計

区 部

多 摩

支 庁

課税人員

人

  11 693 993

  7 147 978

  4 546 015

  11 138 942

  6 673 397

  4 465 545

   555 051

   474 581

   80 470

課税人員

人

  11 693 993

登録施設数

    543

件

  11 640 408

   50 729

   2 856

    485

    47

    11


